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頁 旧 新 摘 要 

10 

 

第１編 総則 

第４章 基本理念及び重点を置くべき事項 

第１節 防災の基本理念 

また、女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その

他多様な視点を取り入れるとともに、科学的知見及び災害から得られた

教訓を踏まえ絶えず改善を図っていくこととする。 

第１編 総則 

第４章 基本理念及び重点を置くべき事項 

第１節 防災の基本理念 

また、女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その

他多様な視点を取り入れるとともに、住み続けられるまちづくりなど、

ＳＤＧｓの理念を意識し、科学的知見及び災害から得られた教訓を踏ま

え絶えず改善を図っていくこととする。 

愛知県 SDGs 

推進本部会議 

（2019 年７ 

月 16 日 開

催） 

を踏まえた修 

正 

16 第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大網 

第２節 処理すべき事務又は業務の大網 

２ 県 

蟹江警察署 

⒁ 緊急通行車両等の事前審査及び確認を行う。 

第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大網 

第２節 処理すべき事務又は業務の大網 

２ 県 

蟹江警察署 

⒁ 緊急通行車両等の確認及び確認証明書の交付を行う。 

災害対策基本 

法施行令の改 

正に伴う修正 

29 第２編 災害予防 

第１章 防災協働社会の形成推進 

第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 

１ 町及び県における措置 

⑵ 防災ボランティア活動の支援 

イ 防災ボランティア活動の環境整備 

町及び県は、社会福祉協議会、日本赤十字社及びＮＰＯ・ボラ

ンティア等（以下「ＮＰＯ・ボランティア関係団体等」という。）

と連携し、災害時にボランティアの受入れが円滑に行われるよう

活動環境を整備するとともに、相互の協力・連絡体制づくり（ネ

ットワーク化）を推進するものとする。 

第２編 災害予防 

第１章 防災協働社会の形成推進 

第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 

１ 町及び県における措置 

⑵ 防災ボランティア活動の支援 

イ 防災ボランティア活動の環境整備 

町及び県は、社会福祉協議会、日本赤十字社及びＮＰＯ・ボラ

ンティア等（以下「ＮＰＯ・ボランティア関係団体等」という。）

との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランテ

ィア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構

築を図り、災害時にボランティアの受入れが円滑に行われるよう

活動環境を整備するとともに、相互の協力・連絡体制づくり（ネ

ットワーク化）を推進するものとする。 

防災基本計画 

に基づく修正 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

２ 町における措置 

（追加） 

町は、自主防災組織がＮＰＯ・ボランティア関係団体等、消防団、企

業、学校、防災ボランティア団体など防災関係団体同士と顔の見える密

接な関係（ネットワーク）を構築することを推進するため、ネットワー

ク化を図る防災訓練に取り組むなど必要な事業の実施、支援及び指導に

努めるものとする。 

（追加） 

２ 町における措置 

⑴ 防災関係団体ネットワーク化 

町は、自主防災組織がＮＰＯ・ボランティア関係団体等、消防

団、女性消防（防火）クラブ、企業、学校、防災ボランティア団体

など防災関係団体同士と顔の見える密接な関係（ネットワーク）を

構築することを推進するため、ネットワーク化を図る防災訓練に取

り組むなど必要な事業の実施、支援及び指導に努めるものとする。 

⑵ 災害ボランティアセンター 

町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、町地

域防災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者

防災基本計画 

に基づく修正 
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30 （町社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものと

する。 

特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、町地

域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじ

め明確化しておくよう努めるものとする。 

35 第２章 建築物等の安全化 

第１節 建築物の耐震推進 

３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 

⑴ 防災上重要な建築物の耐震性の確保 

ア 防災上重要な建築物 

(エ)  被災者の緊急救護所、避難所となる、病院、保健所、学校等 

の機関 

第２章 建築物等の安全化 

第１節 建築物の耐震推進 

３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 

⑴ 防災上重要な建築物の耐震性の確保 

ア 防災上重要な建築物 

(エ)  被災者の救護所、避難所となる、病院、保健所、学校等の機 

    関 

表記の整理 

（「医療・救

護 

所」、「医療救

護所」、「緊急 

救護所」、「応 

急救護所」を 

「救護所」に 

統一） 

41 第３節 ライフライン関係施設等の整備 

３ ガス施設 

⑶ 緊急操作設備の強化 

オ 通信設備 

主要拠点間の情報連絡、データ伝送、遠隔操作等に必要な無線

設備の整備拡充を図る。また、緊急処理、復旧作業時の情報連絡

のための移動無線等の整備拡充を図る。 

第３節 ライフライン関係施設等の整備 

３ ガス施設 

⑶ 緊急操作設備の強化 

オ 連絡・通信設備 

災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに、ガス

工作物の遠隔監視・操作を的確に行うため、無線通信設備等の連

絡通信設備を整備する。 

防災業務計画 

の記載を踏ま 

えた修正 

47 第３章 都市の防災性の向上 

第１節 都市計画のマスタープラン等の策定 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における措置 

⑴ 都市計画のマスタープランの策定 

都市計画区域マスタープランにおいて、都市の防災性の向上に関

する方針等を示すとともに、マスタープラン等に基づき、道路・公

園等の防災上重要な都市施設等の整備を促進する。 

さらに都市基盤施設が不足する密集市街地では、土地区間整理事

業や市街地再開発事業等の面的整備事業を促進する。 

第３章 都市の防災性の向上 

第１節 都市計画のマスタープラン等の策定 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における措置 

⑴ 都市計画のマスタープランの策定 

都市計画区域マスタープラン及び町都市計画マスタープランにお

いて、都市の防災性の向上に関する方針等を示すとともに、マスタ

ープラン等に基づき、道路・公園等の防災上重要な都市施設等の整

備や住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を促進する。 

さらに都市基盤施設が不足する密集市街地では、土地区間整理事

業や市街地再開発事業等の面的整備事業を促進する。 

都市再生特別 

措置法の改正 

に基づく修正 

48 第２節 防災上重要な都市施設の整備 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における道路の整備 

（追加） 

第２節 防災上重要な都市施設の整備 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における道路の整備 

⑶ 所有者不明土地の活用及び管理不全状態の解消等 

町及び県は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の

整備、災害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解

防災基本計画

に基づく修正 
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消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づ

く措置を活用した防災対策を推進するものとする。 

48 第３節 建築物の不燃化の促進 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における措置 

⑵ 建築物の不燃化対策 
特に、大規模建築物や不特定多数の人が使用し、災害時に被害が

大きくなるおそれのある建築物は、防火上・避難上の各種の措置の

徹底を図っていくものとする。 
（建築基準法の防火規制） 
ア 不特定多数の使用に供する特殊建築物等は、階数が 3 以上であ

るものあるいは規模に応じて、また、一定の数量を超える危険物

の貯蔵及び処理の用に供する建築物は、耐火建築物又は準耐火建

築物とする。 

第３節 建築物の不燃化の促進 

１ 町及び県（都市・交通局、建築局）における措置 

⑵ 建築物の不燃化対策 
特に、大規模建築物や不特定多数の人が使用し、災害時に被害が

大きくなるおそれのある建築物は、防火上・避難上の各種措置の徹

底を図っていくものとする。 
（建築基準法の防火規制） 
ア 不特定多数の使用に供する特殊建築物等階数が 3 以上であるも

のあるいは規模に応じて一定の数量を超える危険物の貯蔵及び処

理の用に供する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とする。 

表記の整理 

55 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 

５ 情報の収集・連絡体制の整備等 

⑵ 通信手段の確保 

ア 通信施設の防災構造化等 

町、県及び防災関係機関は、通信施設の災害に対する安全性の

確保、停電対策及び危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブ

ルの地中化の促進、有線・無線化、地上・衛星系によるバックア

ップ対策など、大規模停電時も含め災害時に通信手段が確保でき

るよう通信施設を防災構造化するほか、電気通信回線は、災害時

の使用を考慮し、十分な回線容量を確保する。 

第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 

５ 情報の収集・連絡体制の整備等 

⑵ 通信手段の確保 

ア 通信施設の防災構造化等 

町、県及び防災関係機関は、通信施設の災害に対する安全性の

確保、停電対策及び危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブ

ルの地中化の促進、有線・無線化、地上・衛星系によるバックア

ップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平常時か

らの連携体制の構築など、大規模停電時も含め災害時に通信手段

が確保できるよう通信施設を防災構造化するほか、電気通信回線

は、災害時の使用を考慮し、十分な回線容量を確保する。 

防災基本計画 

に基づく修正 

58 １１ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

⑴ 町災害廃棄物処理計画の策定 

町は、愛知県災害廃棄物処理計画に基づき、円滑かつ迅速に災害

廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、

一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災

害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携体制を整備

する。また、町及び関係団体の職員を対象として、人材育成・訓練

を実施する。 

１１ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

⑴ 町災害廃棄物処理計画の策定 

町は、災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月改定：環境省）に基づ

き、町災害廃棄物処理計画を策定し、円滑かつ迅速に災害廃棄物を

処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄

物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃

棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協

力等について、具体的に示すものとする。 

防災基本計画 

に基づく修正 

66 

 

 

 

第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

■ 基本方針 

○ 町にあっては、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を

行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険

第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

■ 基本方針 

○ 町にあっては、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を

行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険

表記の整理 
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66 事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の多様な主体

の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関する情報を把

握の上、関係者との共有に努めることとする。 

（略） 

事業者、障害福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等

の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関

する情報を把握の上、関係者との共有に努めることとする。 

（略） 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 避難所の指定・整備等 

１ 町における措置 

⑵ 避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の

管理者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等

の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を

整備した福祉避難所の選定に努める。なお、医療的ケアを必要と

する者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確

保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。 

カ～ク（略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 避難所の指定・整備等 

１ 町における措置 

⑵ 避難所の指定 

本節⑶へ統合 

 

 

 

 

 

オ～キ（略） 

⑶ 福祉避難所の整備 

ア 町は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困

難な障害者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必

要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努める

ものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工

呼吸器や吸引器等の医療機器の電源確保等について必要な配慮を

するよう努めるものとする。 

イ 町は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定され

る施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置

が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者

が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として

要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される

ものを指定するものとする。特に、要配慮者に対して円滑な情報

伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとす

る。 

ウ 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる

が、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合において

は、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当であ

る場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるも

のとする。 

エ 町は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が

防災基本計画 

に基づく修正 

及び表記の整 

理 
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68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶～⑷（略） 

⑸ 避難所の運営体制の整備 

イ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理

のために必要な知識等の普及に努め、住民等が主体的に避難所を

運営できるように配慮する。 

 

避難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避

難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して

公示するものとする。 

オ 町は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき

要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者

が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することがで

きるよう努めるものとする。 

⑷～⑸（略） 

⑹ 避難所の運営体制の整備 

イ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理

のために必要な知識等の普及に努め、住民等が主体的に避難所を

運営できるように配慮する。 

また、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努めるものとする。さらに、避難生活支援に関

する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるな

ど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

第２節 要配慮者支援対策 

１ 町、県及び社会福祉施設等管理者における措置 

⑶ 避難行動要支援者対策 

ウ 個別避難計画の作成等 

(ア)  個別避難計画の作成 

町は、避難行動要支援者に関する氏名・生年月日・性別・住

所又は居所・電話番号その他の連絡先・避難支援等を必要とす

る理由等のほか、避難支援等実施者の氏名又は名称・住所又は

居所・電話番号その他の連絡先・避難施設その他の避難場所及

び避難路その他の避難経路に関する事項等必要な事項を記載し

た個別避難計画を作成するよう努める。 

 

 

⑷ 外国人等に対する対策 

オ 災害時に多言語情報の提供を行う愛知県災害多言語支援センタ

ーの体制整備を推進する。 

（追加） 

第２節 要配慮者支援対策 

１ 町、県及び社会福祉施設等管理者における措置 

⑶ 避難行動要支援者対策 

ウ 個別避難計画の作成等 

(ア)  個別避難計画の作成 

町は、避難行動要支援者に関する氏名・生年月日・性別・住

所又は居所・電話番号その他の連絡先・避難支援等を必要とす

る理由等のほか、避難支援等実施者の氏名又は名称・住所又は

居所・電話番号その他の連絡先・避難施設その他の避難場所及

び避難路その他の避難経路に関する事項等必要な事項を記載し

た個別避難計画を作成するよう努める。なお、作成にあたって

は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を

活用するよう積極的に検討するものとする。 

⑷ 外国人等に対する対策 

オ 災害時に多言語情報の提供等を行う愛知県災害多言語支援セン

ターの体制整備を推進する。 

⑸ 災害ケースマネジメント 

町及び県は、被災地支援の仕組みを担当する部署を明確にし、地

域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の

防災基本計画 

の修正に伴う 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画 
の修正によ 
る。 
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73 状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や

かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整

備等に努めるものとする。 

80 第９章 津波等予防対策 

第２節 津波防災体制の充実 

１ 町及び県（防災安全局、関係局）における措置 

⑶ 強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、住

民が避難の意識を喚起しない状態のないよう、津波警報等の伝達体

制や避難情報の発令・伝達体制を整えるものとする。 

第９章 津波等予防対策 

第２節 津波防災体制の充実 

１ 町及び県（防災安全局、関係局）における措置 

⑶ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆ

る津波地震や遠地地震、火山噴火等による津波に関しては、住民が

避難の意識を喚起しない状態のないよう、津波警報等の伝達体制や

避難情報の発令・伝達体制を整えるものとする。 

防災基本計画 

の修正によ 

る。 

89 第１０章 広域応援・受援体制の整備 

第４節 防災活動拠点の確保等 

１ 町及び県（防災安全局、各局）における措置 

また、国（国土交通省）、県及び町は、防災機能を有する道の駅を地域

の防災拠点として位置付け、その機能強化に努めるものとする。 

第１０章 広域応援・受援体制の整備 

第４節 防災活動拠点の確保等 

１ 町及び県（防災安全局、各局）における措置 

また、国（国土交通省）、県及び町は、防災機能を有する道の駅を地域

の防災拠点として位置付け、その機能強化に努めるものとし、災害時に

おいて緊急輸送手段としてヘリコプター等の航空機の活用が有効と考え

られる場合には、当該航空機の派遣要請を行う。 

令和 6 年 1 

月 

30 日付消防 

災第 14 号消 

防庁国民保 

護・防災部防 

災課長通知に 

基づく修正 

118 第３編 災害応急対策 

第２章 避難行動 

第１節 津波警報等の伝達 

１ 気象庁及び名古屋地方気象台における措置 

⑵ 地震に関する情報等 

ア 緊急地震速報 

気象庁は、震度５弱以上を予想した場合、または長周期地震動

階級３以上を予想した場合に、震度４以上を予想した地域、また

は長周期地震動階級３ 以上を予想した地域に対し、緊急地震速報

(警報)を発表する。 

また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上と予想等

される場合、または長周期地震動階級 1 以上を予想した場合に緊

急地震速報（予報）を発表する。 

なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が６弱以上または

長周期地震動階級４を特別警報に位置付けている。 

 

イ 地震に関する情報 

地震発生約１分半後に震度３以上の地域名等を発表する震度速

報を始め、震源に関する情報、震源・震度に関する情報などを発

第３編 災害応急対策 

第２章 避難行動 

第１節 津波警報等の伝達 

１ 気象庁及び名古屋地方気象台における措置 

⑵ 地震に関する情報等 

ア 緊急地震速報 

気象庁は、最大震度５弱以上を予想した場合、または長周期地

震動階級３以上を予想した場合に、震度４以上を予想した地域、

または長周期地震動階級３以上を予想した地域に対し、緊急地震

速報(警報)を発表する。 

また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上と予想等

される場合、または長周期地震動階級１以上を予想した場合に緊

急地震速報（予報）を発表する。 

なお、緊急地震速報（警報）のうち震度６弱以上または長周期

地震動階級４の揺れが予想される場合のものを特別警報に位置付

けている。 

イ 地震に関する情報 

地震発生約１分半後に震度３以上の地域名等を発表する震度速

報を始め、震源に関する情報、震源・震度情報、長周期地震動に

気象庁が使用 

する用語に統 

一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震情報の種 

類の変更 

 

 

 

 

表記の整理 
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表する。 関する観測情報及び遠地地震に関する情報などを発表する。 

119 ４ 津波警報等情報の伝達 

津波警報等の伝達系等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象事業法施行令第８条第１号の規

定に基づく法定伝達先 

４ 津波警報等情報の伝達 

津波警報等の伝達系等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象事業法施行令第８条第１号及び

第３号並びに第９条の規定に基づく法定伝達先 

表記の整理 
 

「関東地方整

備局」２重枠

に修正 

 

「日本放送協

会」から「住

民等」への線

を２重線に修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠となる法 

令の追記 

143 第４章 応援協力・派遣要請 

第４節 ボランティアの受入 

４ ＮＰＯ・ボランティア関係団体等との連携 

町及び県は、社会福祉協議会、県内及び県外から被災地入りしている

ＮＰＯ・ボランティア関係団体等と、情報を共有する場において、被災

者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開

するよう努める。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏ま

え、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。 

第４章 応援協力・派遣要請 

第４節 ボランティアの受入 

４ ＮＰＯ・ボランティア関係団体等との連携 

町及び県は、社会福祉協議会、県内及び県外から被災地入りしている

ＮＰＯ・ボランティア関係団体等と、災害の状況やボランティアの活動

状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有し、連携のとれた支援

活動を展開するよう努める。また、災害の状況及びボランティアの活動

予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの

取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボ

ランティアの活動環境について配慮するものとする。 

防災基本計画 

に基づく修正 

143 

 

 

５ 協力が予想されるＮＰＯ・ボランティア関係団体等 

⑴ 県と「ボランティアの受入体制の整備とネットワーク化の推進等

に関する協定」を締結している団体 

５ 協力が予想されるＮＰＯ・ボランティア関係団体等 

⑴ 県と「ボランティアの受入体制の整備とネットワーク化の推進等

に関する協定」を締結している団体 
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143 

日本赤十字社愛知県支部、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、

一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟、一般社団法人ガールス

カウト愛知県連盟、愛知県青年団協議会、公益財団法人愛知県国際

交流協会、認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード、公

益財団法人名古屋ＹＭＣＡ、公益財団法人名古屋ＹＷＣＡ、一般社

団法人日本アマチュア無線連盟愛知県支部、トヨタボランティアセ

ンター、認定特定非営利活動法人愛知ネット、社会福祉法人愛知県

共同募金会、公益社団法人日本青年会議所東海地区愛知ブロック協

議会、日本労働組合総連合会愛知県連合会 

日本赤十字社愛知県支部、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、

一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟、一般社団法人ガールス

カウト愛知県連盟、愛知県青年団協議会、公益財団法人愛知県国際

交流協会、認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード、公

益財団法人名古屋ＹＷＣＡ、一般社団法人日本アマチュア無線連盟

愛知県支部、トヨタボランティアセンター、認定特定非営利活動法

人愛知ネット、社会福祉法人愛知県共同募金会、公益社団法人日本

青年会議所東海地区愛知ブロック協議会、日本労働組合総連合会愛

知県連合会 

 

 

 

協定が解消さ 

れたため 

168 第８章 交通の確保・緊急輸送対策 

第１節 道路交通規制等 

１ 蟹江警察署における措置 

⑸ 緊急通行車両の確保等 

ア 県公安委員会が災害対策基本法第 76 条の規定により、緊急通行

車両以外の車両について通行の禁止又は制限を行った場合、県又

は県公安委員会は、同法施行令第 33 条の規定により緊急通行車両

の確認を行う。 

イ 緊急輸送車両であることの確認を受けようとする場合は、別記

様式１「緊急通行車両等確認届出書」を県（海部方面本部）又は

県公安委員会（蟹江警察署）の事務担当部局等に提出するものと

する。 

ウ 緊急通行車両であると確認したときは、県又は県公安委員会

は、｢緊急通行車両等確認証明書｣を、別記様式３の標章とともに

申請者に交付する。 

第８章 交通の確保・緊急輸送対策 

第１節 道路交通規制等 

１ 蟹江警察署における措置 

⑸ 緊急通行車両の確保等 

ア 県公安委員会が災害対策基本法第 76 条の規定により、緊急通行

車両以外の車両について通行の禁止又は制限を行った場合、県又

は県公安委員会は、同法施行令第 33 条第１項の規定により緊急通

行車両の確認を行う。 

イ 緊急輸送車両であることの確認を受けようとする場合は、別記

様式１「緊急通行車両確認申出書」を県（海部方面本部）又は県

公安委員会（蟹江警察署）の事務担当部局等に提出するものとす

る。 

ウ 緊急通行車両であると確認したときは、県又は県公安委員会

は、｢緊急通行車両確認証明書｣を、別記様式３の標章とともに申

出者に交付する。 

災害対策基本 

法施行令の改 

正に伴う修正 

171 第４節 緊急輸送手段の確保 

４ 緊急通行車両の事前届出及び確認 

⑴ 町は、町が保有する緊急輸送を行う計画のある車両について、緊

急通行車両であることの確認を迅速・円滑に受けるため、県公安委

員会（県警察）が別に定めるところにより、県公安委員会（県警

察）へ緊急通行車両の事前届出を行うこととする。 

第４節 緊急輸送手段の確保 

４ 緊急通行車両の確認 

⑴ 町は、町が保有する緊急輸送を行う計画のある車両について、緊

急通行車両であることの確認を迅速・円滑に受けるため、県公安委

員会（県警察）が別に定めるところにより、県公安委員会（県警

察）へ緊急通行車両の確認申出を行うこととする。 

災害対策基本 

法施行令の改 

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法施行規則の

改正の伴う修

正 

172 別記様式１ 

様式（削除） 

 

別記様式第３（第６条関係）（追加） 

173 別記様式２ 

様式（削除） 

 

別記様式第５（第６条の２関係）（追加） 

174 別記様式３  
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様式（削除） 別記様式第４（第６条の２関係）（追加） 

181 第１０章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

第２節 要配慮者支援対策 

１ 町における措置 

 ⑸ 福祉避難所の設置等 

  自宅や福祉施設が被災した要配慮者について、福祉避難所への移

送や、被災を免れた社会福祉施設等への緊急入所等、適切な支援を

実施するものとする。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがない

よう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指

定する際に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者

を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が

必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努め

るものとする。 

第１０章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

第２節 要配慮者支援対策 

１ 町における措置 

（5）福祉避難所の設置等 

自宅や福祉施設が被災した要配慮者について、福祉避難所への移 

送や、被災を免れた社会福祉施設等への緊急入所等、適切な支援を

実施するものとする。 

第 2 編 第７章 第１節 第１項 ⑶に移動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 

194 第１４章 ライフライン施設等の応急対策 

■ 主な機関の応急活動 

機関名 

ＬＰガス協会 

東邦瓦斯株式会社 

第１４章 ライフライン施設等の応急対策 

■ 主な機関の応急活動 

機関名 

ＬＰガス協会 

都市ガス会社 

併記されてい 

る LP ガス協 

会を踏まえた 

修正 

197 第２節 ガス施設対策 

１ 東邦瓦斯株式会社における措置 

⑴ 災害対策本部の設置 

災害発生後、速やかに各ガス会社は災害対策本部等を設置する。 

緊急動員については各社において、災害対策規程等によって定め

る動員体制によって行う。 

 

第２節 ガス施設対策 

１ 東邦瓦斯株式会社における措置 

⑴ 災害対策本部の設置 

災害発生後、速やかに各ガス会社は災害対策本部等を設置する。 

緊急動員については各社において、災害対策規程等によって定め

る動員体制によって行う。 

（震度５以上の地震が発生したときは、あらかじめ定められた防

災要員は呼び出しを待たずに自動出社する。） 

自社グループ 

防災業務計画 

の記載を踏ま 

えた修正 

199 第３節 上水道施設対策 

１ 水道事業者（町及び県）における措置 

（略） 

第３節 上水道施設対策 

１ 水道事業者（町及び企業庁）、県（建設局）における措置 

（略） 

2024 年度か 

ら、水道事業 

の認可等に関 

する事務を建

設局に移管す 

るため 

201 第６節 通信施設の応急措置 

１ 町、県（防災安全局、総務局）及び防災関係機関における措置 

⑷ 無料公衆無線ＬＡＮサービス（フリーWi-Fi）の活用 

第６節 通信施設の応急措置 

１ 町、県（防災安全局、総務局）及び防災関係機関における措置 

⑷ 無料公衆無線ＬＡＮサービス（フリーWi-Fi）の活用 

株式会社ワイ 

ヤ・アンド・ 

ワイヤレスが 
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頁 旧 新 摘 要 

イ 通信事業者（株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス）の災害時

モードへの切替え 

通信事業者（株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス）は、県と

の 事 前 の 取 り 決 め に 従 っ て 指 示 内 容 を 確 認 後 、 SSID

「Aichi_Free_Wi-Fi」の災害時モードへの切替えを行い、認証フ

リーでインターネットに接続できるよう設定情報を変更する。 

イ 通信事業者（株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス）の災害モ

ードへの切替え 

通信事業者（株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス）は、県と

の 事 前 の 取 り 決 め に 従 っ て 指 示 内 容 を 確 認 後 、 SSID

「Aichi_Free_Wi-Fi」の災害モードへの切替えを行い、認証フリ

ーでインターネットに接続できるよう設定情報を変更する。 

提供するサー 

ビスの正式名 

称と表記統一 

のため 

224 第５章 被災者等の生活再建等の支援 

■ 主な機関の措置 

区分 機関名 主な措置 

第１節 

罹災証明書の交付

等 

（略） 1⑴ 罹災証明書の交付 

1⑵ 被災者台帳の作成 

（追加） 

 

 

 

（追加） 1⑴ 被災者台帳の作成 

1⑵ 災害ケースマネジメントの実施 

第２節 

被災者への経済的

支援等 

（略） （略） 

 

 

 

第３節 

住宅等対策 

（略） （略） 

 

第５章 被災者等の生活再建等の支援 

■ 主な機関の措置 

区分 機関名 主な措置 

第１節 

罹災証明書の交付 

 

（略） 1 罹災証明書の交付 

（削除） 

第２節 

被災者台帳の作成

及び災害ケースマ

ネジメントの実施 

県 

 

町 

 

1⑴ 市町村への被災者に関する情報

の提供 

1⑵ 町村の支援 

2⑴ 被災者台帳の作成 

2⑵ 災害ケースマネジメントの実施 

第３節 

被災者への支援金

等の支給、税の減

免等 

（略） （略） 

第４節 

住宅等対策 

（略） （略） 

 

防災基本計画 

に基づく修正 

及び表記の整 

理 

 第１節 罹災証明書の交付等 

１ 町における措置 

⑴ 罹災証明書の交付等 

（略） 

⑵ 被災者台帳の作成 

町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措

置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳

を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

第１節 罹災証明書の交付 

１ 町における措置 

（削除） 

（略） 

本章２節 第２項 ⑴に移動 

防災基本計画 

に基づく修正 

及び表記の整 

理 

225 （追加） 

 

 

 

第２節 被災者台帳の作成及び災害ケースマネジメントの実施 

１ 県（防災安全局、福祉局、保健医療局）における措置 

⑴ 市町村への被災者に関する情報の提供 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者

防災基本計画 

に基づく修正 

及び表記の整 

理 
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頁 旧 新 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 
 
本章第１節 第１項 ⑵より移動 

 

 

 

（追加） 

台帳を作成する市町村からの要請に応じて、被災者に関する情報を

提供する。 

⑵ 市町村の支援 

県は、必要に応じて、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等との連携

の調整や保健師、社会福祉士等専門職員の派遣の調整、活用できる

事業の周知等市町村が行う災害ケースマネジメントの取組を支援す

るよう努める。 

２ 町における措置 

⑴ 被災者台帳の作成 

町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措

置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳

を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

⑵ 災害ケースマネジメントの実施 

町は、被災者の自立・生活再建が進むよう、被災者一人ひとりの

被災状況や生活状況の課題等を個別相談等により把握した上で、必

要に応じ専門的な能力を持つ関係者と連携しながら、当該課題等の

解決に向けて継続的に支援を行う災害ケースマネジメントの取組を

行うよう努める。 

取組にあたっては、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用し

たきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知

ることができる環境の整備を行うよう留意する。 

 

225 第２節 被災者への経済的支援等 第３節 被災者への支援金等の支給、税の減免等 表記の整理 

227 第３節 住宅等対策 第４節 住宅等対策 表記の整理 

別紙 

22 

別紙 「東海地震地震に関する事前対策」 

第４章 発災に備えた直前対策 

第８節 緊急輸送 

６ 緊急輸送車両の事前届出及び確認 

⑴ 町は、町が保有する緊急輸送を行う計画のある車両について、緊

急輸送車両であることの確認を迅速･円滑に受けるため、県公安委員

会が別に定めるところにより、県公安委員会(県警察本部)へ緊急輸送

車両の事前届出を行うこととする。 

別紙 「東海地震地震に関する事前対策」 

第４章 発災に備えた直前対策 

第８節 緊急輸送 

６ 緊急輸送車両の事前届出及び確認 

⑴ 町は、町が保有する緊急輸送を行う計画のある車両について、緊

急輸送車両であることの確認を迅速･円滑に受けるため、県公安委員

会が別に定めるところにより、県公安委員会(県警察本部)へ緊急輸送

車両の確認届出を行うこととする。 

災害対策基本 

法施行令の改 

正に伴う修正 

及び表記の整 

理 

 


